
 
佐
賀
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
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暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

受
け
た
財
団
法
人
佐
賀
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
名
称
及
び
暴
力
追
放
事
業

を
行
う
事
務
所
の
名
称
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 
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